
評価結果詳細（保育所）

第三者評価結果

Ⅰ－１－（１）－①　理念が明文化されている。 ａ

札幌独立キリスト教会の後援により1969年（昭和

44年）に設立され、宗教的精神と伝統に裏打ちさ

れた理念を持っている。時代に対応して、分かり

やすい文言への変更と、新たに地域との共生が加

えられた。パンフレット（要覧）、入園のしお

り、ホームページ等により明文化されている。

Ⅰ－１－（１）－②　理念に基づく基本方針が明文

化されている。

ａ

理念同様、職員参加のもと話し合いが重ねられ、

見直しが行われた。理念に基づいた職員の行動規

範となる基本方針が作成されており、パンフレッ

ト（要覧）、入園のしおり、ホームページ等によ

り明文化され、職員や保護者へ分かりやすく伝え

られている。

Ⅰ－１－（２）－①　理念や基本方針が職員に周知

されている。

ａ

職員の「前年に、理念・基本方針を、より分かり

やすく、時代に適応したものにするという取組み

を行ない、大変苦労をしたが、満足するものがで

きた。」との回答は自信に満ちていた。さらに、

継続的に、研修会や会議時で確認していく体制が

できている。

Ⅰ－１－（２）－②　理念や基本方針が利用者等に

周知されている。

ａ

保護者には、入園時に、入園のしおりを基に園長

自らが個々に直接説明をし、保育サービスに対す

る安心感や信頼感を得ている。また、今年度は、

玄関扉横に屋外掲示板を設置し、保護者や近隣住

民への周知がさらに進む取り組みをしている。パ

ンフレット（要覧）の配布や説明を地域住民、関

係機関等に実施し、理解を深める取り組みも行

なっている。

第三者評価結果

Ⅰ－２－（１）－①　中・長期計画が策定されてい

る。

ａ

理念や基本方針の実現に向けた中・長期目標が明

確にされることで、地域の子育て支援、遊具･施

設･設備の充実･整備、災害対策など、具体的な

中・長期計画が作成されている。

Ⅰ－２－（１）－②　中・長期計画を踏まえた事業

計画が策定されている。

ａ

一例としては、中・長期計画で目標とされた災害

対策が、「災害時の電力確保用の自立電源化装置

取り付け」として、当期の事業計画に具体化され

ている。また、業者からの見積もりが取られ、取

り付け計画が実行に移されており、予算付けもさ

れている。中･長期計画の目標が、各年度の事業計

画に反映されている。

Ⅰ－２－（２）－①　事業計画の策定が組織的に行

われている。

ａ

事業計画が、職員会議、リーダー会議、主任会議

の場で、それぞれの参加者が意見を述べ合い、合

議によって決定されている。

Ⅰ－２－（２）－②　事業計画が職員に周知されて

いる。

ａ

事業計画が、事業年度開始時に職員に配布され説

明されており、周知がされている。また、職員会

議、リーダ会議等で、定期的に、また必要に応じ

て、確認されている。

Ⅰ－１－（１）　理念、基本方針が確立されている。

Ⅰ－１－（２）　理念、基本方針が周知されている。

Ⅰ－２－（１）　中・長期的なビジョンと計画が明確にされてい

る。

Ⅰ－２－（２）　事業計画が適切に策定されている。

Ⅰ－２　事業計画の策定

評　価　細　目　の　第　三　者　評　価　結　果（保育所）

評価対象Ⅰ　福祉サービスの基本方針と組織

Ⅰ－１　理念・基本方針
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評価結果詳細（保育所）

Ⅰ－２－（２）－③　事業計画が利用者等に周知さ

れている。

ａ

事業計画が、事業年度開始時に保護者に配布さ

れ、「父母の会」総会で説明も行われている。ま

た、園便りに、その月の行事が掲載され、周知と

理解を得る取組みがされている。

第三者評価結果
コメント

Ⅰ－３－（１）－①　管理者自らの役割と責任を職

員に対して表明している。

ａ

発寒ひかり保育園の目指す保育が、40周年誌、論

文、園便り等により記載されている。園長の学識

（北海道大学大学院教育学研究科修士）に裏打ち

された、強力なリーダシップが発揮されている。

組織図、職務分担表、職務分担概略表、管理規程

等により、管理者の役割と責任が明示され、会

議・研修において表明されている。

Ⅰ－３－（１）－②　遵守すべき法令等を正しく理

解するための取組を行っている。

ａ

保育園が遵守すべき法令がリスト化されている。

研修は、新保育指針、児童福祉法、子どもの権利

条約、憲法の精神、プライバシーの保護、守秘義

務、個人情報保護、セクシャルハラスメント、虐

待防止法、子どもの人権尊重等と多岐に渡り行わ

れている。

Ⅰ－３－（２）－①　質の向上に意欲を持ちその取

組に指導力を発揮している。

ａ

「保育の見直しプロジェクト推進」など、常に保

育と組織運営の見直しを図り、この２０年間に、

乳児保育、異年齢保育、食農育、安全管理、ＯＪ

Ｔ（職場内訓練・研修）による職員能力向上体制

の導入等が行なわれ成果を上げてきた。現在も保

育や組織運営の取り組みの見直しを継続し、保育

サービスの質を更に高める取組みが行なわれてい

る。

Ⅰ－３－（２）－②　経営や業務の効率化と改善に

向けた取組に指導力を発揮している。

ａ

フリー保育士や複数主任の配置により、質の高い

保育サービスの提供、働きやすい職場づくりがで

きる体制を作っている。主任会議で、常に現場の

実情を確認し、改善案を話し合い、実行し、業務

効率化にも怠りがない。状況に応じて、各会議で

細部の話し合いが行なわれており、きめ細かい改

善の取組みもある。また、税理士からの月次外部

監査資料で財務分析が行なわれ、予算遵守の体制

が取られている。

第三者評価結果
コメント

Ⅱ－１－（１）－①　事業経営をとりまく環境が的

確に把握されている。

ａ

社会福祉協議会内の保育協議会、私立保育所連合

会、日本保育協会に加盟し、社会福祉事業全体の

動向を掴んでいる。また、西区園長会、札幌私保

連、西区こども家庭福祉係、札幌市説明会、園

長・法人役員等研修会等へ参加し、待機児童等の

情報収集を行い、年度途中の受け入れや年間事業

計画策定のデータとしている。

Ⅰ－３－（１）　管理者の責任が明確にされている。

Ⅰ－３－（２）　管理者のリーダーシップが発揮されている。

Ⅱ－１－（１）　経営環境の変化等に適切に対応している。

Ⅰ－３　管理者の責任とリーダーシップ

Ⅱ－１　経営状況の把握

評価対象Ⅱ　組織の運営管理
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評価結果詳細（保育所）

Ⅱ－１－（１）－②　経営状況を分析して改善すべ

き課題を発見する取組を行っている。

ａ

毎月、税理士の外部監査を受け、経営状況を的確

に適時に把握している。問題点は、主任会議等で

話合い組織的に確認し、対処する体制が取られて

いる。財政状況は、必要に応じ職員へ周知され、

全員が経営改善に参加する仕組みができている。

子どもへの「環境育」と将来的なコスト削減のた

め、ソーラーシステムを導入した。

Ⅱ－１－（１）－③　外部監査が実施されている。 ａ

税理士の外部監査を毎月受けており、随時、助言

や指導参考資料の提供があり、経営改善に活かさ

れている。

第三者評価結果
コメント

Ⅱ－２－（１）－①　必要な人材に関する具体的な

プランが確立している。

ａ

理念実践の為に必要な人員体制が「管理規程」で

具体的に明確化されており、それに基づき、年度

計画において常勤、非常勤の比率も含めた人員体

制が決定されている。

Ⅱ－２－（１）－②　人事考課が客観的な基準に基

づいて行われている。

ｂ

「新・保育指針」に基づく「自己チェックリスト

１００」「自己点検表」「保育個人シート」等を

利用したＯＪＴにより、職員の職務遂行能力と行

動及びその成果を確認し、これを職員へフィード

バックし、職員の能力向上を促す体制が作られて

いる。人事考課の目的と役割は、賃金や処遇に格

差をつけることではなく、人材の能力開発・育成

への活用、公正な職員処遇の実現、個々の意欲の

喚起、それによる組織活性化にある。このことの

職員周知を含めて１２月より運用されている人事

考課に期待したい。

Ⅱ－２－（２）－①　職員の就業状況や意向を把握

し必要があれば改善する仕組みが構築されている。

ａ

有給・時間外・疾病の状況を、月１回、主任・副

主任が確認し整理している。

ＯＪＴ面接を、バイザー（先輩・リーダー）が年

２回、主任・副主任、園長が年１回行い、職員か

ら就業についての感想・意見・人間関係・悩み相

談者の有無・健康状態・今後の希望等を確認して

いる。これらを基に、主任会議で分析・検討さ

れ、サポートや人事に活かす体制が作られてい

る。

Ⅱ－２－（２）－②　職員の福利厚生や健康の維持

に積極的に取り組んでいる。

ａ

福利厚生センターに発足時より加盟している。園

内に福利厚生委員会が設置され、福利厚生セン

ターの資料を基に「メンタルヘルス」等の研修が

行なわれている。同センターの行事等の紹介と、

それに職員が参加しやすい工夫が積極的にされて

いる。福利厚生委員会が、職員研修旅行やレク

レーションを企画・実施し、職員間の交流を深め

ている。

Ⅱ－２－（３）－①　職員の教育・研修に関する基

本姿勢が明示されている。

ａ

「発寒ひかり保育園」が目指す保育サービスの実

現、保育の質の向上の為に、職員に求める知識、

技術、資質等が、基本方針、管理規程等で明確に

されており、その実現の為に研修計画が立てられ

ている。

Ⅱ－２－（３）－②　個別の職員に対して組織とし

ての教育・研修計画が策定され計画に基づいて具体

的な取組が行われている。

ａ

研修計画は、職員の経験年数、担当部署、知識、

技術、資質等について、主任・副主任・園長で充

分に検討を行ない、それぞれの職員ごとに立てら

れている。

Ⅱ－２－（３）－③　定期的に個別の教育・研修計

画の評価・見直しを行っている。

ａ

研修報告書の提出と報告会により、本人の研修内

容の再確認と他の職員への知識還元ができてい

る。報告書や発表内容から、研修成果の分析が行

なわれており、職員の研修後の業務内容を、主

任、副主任が確認し、今後の研修計画策定に活か

している。

Ⅱ－２－（２）　職員の就業状況に配慮がなされている。

Ⅱ－２－（３）　職員の質の向上に向けた体制が確立されている。

Ⅱ－２－（１）　人事管理の体制が整備されている。

Ⅱ－２　人材の確保・養成
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評価結果詳細（保育所）

Ⅱ－２－（４）－①　実習生の受入れと育成につい

て基本的な姿勢を明確にした体制を整備し、積極的

な取組をしている。

ａ

実習生受入方針、実習生受入れの意義が会議で説

明されている。保育園独自の実習受け入れマニュ

アルが作成されており、実習の指導者に対する研

修が行なわれている。

第三者評価結果
コメント

Ⅱ－３－（１）－①　緊急時（事故、感染症の発生

時など）における利用者の安全確保のための体制が

整備されている。

ａ

担当部署ごとや、職員全体での会議により、感染

症対策や清掃手順の見直し等、安全管理の不備な

点や追加事項を全職員で確認し、安全管理マニュ

アルの随時改訂が行なわれた。これにより、職員

全体の安全意識が高まり、組織としての体制整備

ができている。

Ⅱ－３－（１）－②　災害時に対する利用者の安全

確保の取組を行っている。

ｂ

保育園の建物は、耐震性を重視して壁式構造で建

てられており、震災の影響を極力押さえる構造と

なっている。消防署や警察と連携した訓練を行

い、指導を受け、子どもの安全確保の取り組みが

行なわれている。安全管理マニュアルに災害時の

責任者と危機対応策が明記されており、職員同士

の確認も繰り返し行なわれている。

災害時の、保護者への迅速な連絡や安否確認方

法、そのためのシステムが導入された。近隣被災

者への対応については、組織図、マニュアルの年

内整備を目標として検討中である。今後に期待し

たい。

Ⅱ－３－（１）－③　子どもの安全確保のためにリ

スクを把握し、対策を実行している。

ａ

「ヒヤリハット報告」の記入が積極的に行なわれ

ている。安全管理委員会が組織されており、報告

書により集められた事例の傾向と発生原因が毎月

分析され、未然防止策について検討されている。

検討内容、事故防止策については、職員会議、乳

幼児会議、園内研修等で全職員へ伝えられ、未然

防止対策が取られている。安全確保、事故防止に

関する園内外の研修に、積極的に取り組んでい

る。

第三者評価結果
コメント

Ⅱ－４－（１）－①　利用者と地域とのかかわりを

大切にしている。

ａ

理念・基本方針に、「地域と共に生きる。」「地

域の公的施設としての責任」について明記してい

る。発寒西小学校の行事、西区フェスティバル等

に参加して地域との交流を大切にしている。ま

た、ボランティアや小中学校の保育体験も積極的

に受け入れている。

Ⅱ－４－（１）－②　事業所が有する機能を地域に

還元している。

ｂ

地域ニーズから、一時保育や見学時の相談対応に

取り組んできた。従来から町内会回覧板等で、育

児講座や園行事を広報していた。今年度からは園

開放や園医による感染症講座といった取り組みを

しているので、今後に期待したい。

Ⅱ－４－（１）－③　ボランティア受入れに対する

基本姿勢を明確にし、体制を確立している。

ａ

「ボランティア受け入れマニュアル」により、職

員にその意義が周知されている。積極的にボラン

ティアを受け入れており、学生ボランティアは

ノートに感想を記入することで学習が深められて

いる。

Ⅱ－４－（２）－①　必要な社会資源を明確にして

いる。

ａ

「安全管理マニュアル」に、必要な関係機関名と

役割を明記し、必要な改訂を行っている。また職

員会議で必ず説明して周知している。

Ⅱ－２－（４）　実習生の受入れが適切に行われている。

Ⅱ－３－（１）　利用者の安全を確保するための取組が行われて

いる。

Ⅱ－４－（１）　地域との関係が適切に確保されている。

Ⅱ－３　安全管理

Ⅱ－４－（２）　関係機関との連携が確保されている。

Ⅱ－４　地域との交流と連携
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評価結果詳細（保育所）

Ⅱ－４－（２）－②　関係機関等との連携が適切に

行われている。

ａ

発寒西小学校の教育懇話会や発寒地区の子育て支

援ネットワーク会議に参加して民生委員・主任児

童委員、保健所、町内会等と情報交換を行ってい

る。虐待の疑いがある場合は児童相談所、保健所

など必要な関係機関と連携して対応している。

Ⅱ－４－（３）－①　地域の福祉ニーズを把握して

いる。

ａ

発寒地区の子育て支援ネットワーク会議、西区の

子育て担当者、私保連の会議、研修会等からニー

ズを把握している。今年度からは園児を引率した

公園にいる地域住民へのアンケートを行ってい

る。育児相談記録は、一時保育・見学・園開放・

電話・育児講座・在園児などに区分して相談経路

を明確化している。

Ⅱ－４－（３）－②　地域の福祉ニーズに基づく事

業・活動が行われている。

ａ

地域の福祉ニーズに応えるために、地域の子育て

家庭に対する園開放として「ひかりっ子広場」、

一時保育、子育て相談を行っている。保護者の

「一日ママ・パパせんせい」の保育体験は、保育

への理解が進み、好評である。

第三者評価結果
コメント

Ⅲ－１－（１）－①　子どもを尊重したサービス提

供について共通の理解をもつための取組を行ってい

る。

ａ

理念、基本方針に「子ども一人ひとりの人格の尊

重」が明記されており、その理解と周知のため、

人権の歴史、憲法、子どもの権利条約、差別等の

研修を行ってきた。さらに「新・保育指針」に基

づく「自己チェックリスト１００」、職務姿勢、

保育姿勢・実践・立居振舞に関する「自己点検

表」「保育個人シート」を活用している。また、

少子化や家族関係の希薄化という現代社会の現実

を踏まえて、子どもの異年齢間の豊かな人間関係

と育ち合いの場の保障に取り組んでいる。

Ⅲ－１－（１）－②　子どものプライバシー保護に

関する規程・マニュアル等を整備している。

ａ

「安全管理マニュアル」にプール遊びや、乳児の

オムツ替え時のプライバシー保護について明記さ

れている。またトイレはドア付きなど、子どもの

発達年齢に応じた排泄介助が配慮されている。

Ⅲ－１－（２）－①　子どもと保護者の満足の向上

を意図した仕組みを整備して、取組を行っている。

ａ

日々の送迎時や園児の連絡帳、個人面談、年２回

のクラス・ファミリー懇談会で、保護者の意向を

聞いている。改善課題はその都度会議で検討さ

れ、職員に周知されている。

Ⅲ－１－（３）－①　保護者が相談や意見を述べや

すい環境を整備している。

ａ

「保護者の安心・信頼獲得のために」という指針

が定められている。送迎時の保護者の相談が多

く、連絡帳の他、子どもへの対応に感謝する手紙

がみられた。入園のしおりには「意見・要望・苦

情・不満を解決するための仕組みについて」の規

程が記載されている。また、毎月始めの一週間、

「保護者よりの意見・要望についてのお願い」を

玄関に掲示して、意見を述べやすいように工夫し

ている。

Ⅲ－１－（３）－②　苦情解決の仕組みが確立され

十分に周知・機能している。

ａ

苦情解決のための受付、解決責任者、第三者委員

が選任されており、苦情があった場合はシステム

に則り解決している。その際、保護者に検討内容

や対応策を返信している。希望があればその内容

を公表することにしている。

Ⅲ－１－（３）－③　利用者からの意見等に対して

迅速に対応している。

ａ

異年齢保育のため、担任がクラスとファミリーで

２人いることで、保護者も話しやすくなってい

る。そのため意見や要望があった場合にも迅速に

対応しやすく、その経過を記録している。「意

見・要望・苦情・不満を解決するための仕組み」

についてのマニュアルは、必要に応じて、その都

度迅速に見直しをしている。

Ⅲ－１－（１）　子どもを尊重する姿勢が明示されている。

Ⅲ－１－（２）　子どもと保護者の満足の向上に務めている。

Ⅲ－１　子ども本位の福祉サービス

評価対象Ⅲ　適切な福祉サービスの実施

Ⅱ－４－（３）　地域の福祉向上のための取組を行っている。

Ⅲ－１－（３）　保護者が意見等を述べやすい体制が確保されて

いる。
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評価結果詳細（保育所）

第三者評価結果
コメント

Ⅲ－２－（１）－①　サービス内容について定期的

に評価を行う体制を整備している。

ａ

保育サービスの内容を評価するために園の自己評

価に積極的に取り組んでいる。改善提案は主任会

議やリーダー会議で検討される体制を整備してい

る。

Ⅲ－２－（１）－②　評価の結果に基づき組織とし

て取り組むべき課題を明確にし、改善策・改善実施

計画を立て実施している。

ａ

保育士全員が参加して積極的に評価している。そ

れに基づいて改善策・改善実施計画を立て実施し

ている。

Ⅲ－２－（２）－①　提供するサービスについて標

準的な実施方法が文書化されサービスが提供されて

いる。

ａ

「乳児・幼児の保育の手引き」「安全管理マニュ

アル」などが整備されている。登園時の受け入

れ、食事、排泄、睡眠、遊び、衛生管理などに細

分化され、子どもひとりひとりに応じられるよう

になっている。

Ⅲ－２－（２）－②　標準的な実施方法について見

直しをする仕組みが確立している。

ａ

毎年、年度末の乳幼児会議で見直し、保育会議や

新年度準備会議に提案している。その際、懇談会

での保護者の意向も十分に配慮している。

Ⅲ－２－（３）－①　子どもに関するサービス実施

状況の記録が適切に行われている。

ａ

「記録の目的・要領」のマニュアルが配布されて

おり、保育日誌、個人記録等についてのルールが

明文化されている。指導計画に基づいて発達状

況、生活状況、また保護者の状況なども記録化さ

れている。

Ⅲ－２－（３）－②　利用者に関する記録の管理体

制が確立している。

ａ

管理規定で保管・保存・廃棄が定められており、

職務分担表で管理責任者が明示されている。また

個人情報と情報開示は個人情報取扱規程で定めら

れ、職員には毎年、新年度準備会議で周知してい

る。

Ⅲ－２－（３）－③　利用者の状況等に関する情報

を職員間で共有化している。

ａ

限られた時間を有効に使うために、今年度より連

絡会議を設けた。そのため保育会議の他、職員会

議及び乳・幼児会議では、子どものことを話す時

間を多くとることができるようになり情報の共有

をしている。

第三者評価結果
コメント

Ⅲ－３－（１）－①　利用希望者に対してサービス

選択に必要な情報を提供している。

ａ

ホームページを公開して、保育の特徴、内容を詳

細に説明している。また要覧は児童会館等に置い

る。見学者には約１時間ほどかけて、ていねいに

説明している。

Ⅲ－３－（１）－②　サービスの開始にあたり利用

者等に説明し同意を得ている。

ａ

入園説明会や中途入園の面接で、「入園のしお

り」等を使って、園長・担任保育士がていねいに

説明している。今年度から理念・方針を分かりや

すいように具体的な文言に改訂した。別途料金が

かかる場合は、資料を明示し事前に十分に説明し

ている。

Ⅲ－３－（２）－①　保育所の変更や家庭への移行

などにあたりサービスの継続性に配慮した対応を

行っている。

ａ

転園など保護者が引き継ぎを希望する場合の文書

作成については「入園のしおり」に明記してい

る。また新たに引き継ぐ必要がある場合は、園長

が口頭または文書で提供して保育の継続性に配慮

している。

Ⅲ－２－（３）　サービス実施の記録が適切に行われている。

Ⅲ－２－（２）　提供するサービスの標準的な実施方法が確立し

ている。

Ⅲ－３　サービスの開始・継続

Ⅲ－２－（１）　質の向上に向けた組織的な取組が組織的に行わ

れている。

Ⅲ－３－（１）　サービス提供の開始が適切に行われている。

Ⅲ－３－（２）サービスの継続性に配慮した対応が行われてい

る。

Ⅲ－２　サービスの質の確保
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評価結果詳細（保育所）

第三者評価結果
コメント

Ⅲ－４－（１）－①　定められた手順に従ってアセ

スメントを行っている。

ａ

児童票、家庭状況調査票、予防接種歴・罹患歴調

査票などから指導計画や個別計画書等に具体的な

ニーズを抽出して、月・期・年度毎に見直してい

る。また毎日の視診と連絡ノートによって、子ど

もと家庭の状態をわかるようにしている。

Ⅲ－４－（２）－①　サービス実施計画を適切に策

定している。

ａ

年間指導計画は保育会議で園長・全保育士・栄養

士が参加して行っている。指導計画はアセスメン

トの結果や、保護者の意向を反映させながら策定

している。

Ⅲ－４－（２）－②　定期的にサービス実施計画の

評価・見直しを行っている。

ａ

年間指導計画の見直し・反省・評価は年４回の保

育会議に全職員が参加して行っている。また月計

画の評価・見直しは毎月行い、緊急に変更する場

合は園長・主任・副主任の承認を得て関係職員に

知らせている。

Ⅲ－４　サービス実施計画の策定

Ⅲ－４－（１）　利用者のアセスメントが行われている。

Ⅲ－４－（２）　利用者に対するサービス実施計画が策定されて

いる。
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評価結果詳細（保育所）

第三者評価結果

Ａ－１－（１）－①　保育計画が、保育の基本方針

に基づき、さらに地域の実態や保護者の意向等を考

慮して作成されている。

ａ

保育課程は、憲法・子どもの権利条約等の精神や

保育指針に基づき、異年齢保育（豊かな人間関係

と育ちあいの場の保証）をふまえて作成されてい

る。保護者と地域に向けたアンケートを行い、意

向と実態把握を行っている。

Ａ－１－（１）－②　指導計画の評価を定期的に行

い、その結果に基づき、指導計画を改定している。
ａ

乳児は週・月・期、幼児は月・期毎に指導計画の

評価が行われ、次の指導計画に活かされている。

Ａ－１－（２）－①　登所時や保育中の子どもの健

康管理は、マニュアルなどがあり子ども一人ひとり

の健康状態に応じて実施している。

ａ

健康管理は「安全管理マニュアル」を整備し、職

員間で周知されている。既往症ファイルを整備

し、予防接種歴の把握をしている。玄関番と受け

入れの保育士が、「乳児・幼児保育の手引き」に

基づき、その日の健康状態を視診し、体調のすぐ

れない子には園全体で連携を取り、体調悪化に対

応できるように備えている。

Ａ－１－（２）－②　健康診断の結果について、保

護者や職員に伝達し、それを保育に反映させてい

る。

ａ

健康診断時には、保護者から質問等を受け付け、

診断後には園医、園長、主任等でカンファレンス

を行い、結果を掲示し、保護者に知らせている。

個人的な内容については個別に回答をしている。

身体測定の結果は、個別の連絡ノートで保護者に

伝えている。

Ａ－１-(2)-③　歯科検診の結果について、保護者や

職員に伝達し、それを保育に反映させている。

ａ

健診の結果を、保護者に伝え、職員間で共有して

いる。歯学部の学生から啓発・指導を受けるなど

して、歯の健康について話し合い、食後の歯磨き

を日課としている。

Ａ－１－（２）－④　感染症発生時に対応できるマ

ニュアルがあり、発生状況を保護者、全職員に通知

している。

ａ

入園のしおりや年度初めに配布される「子どもと

伝染病」によって感染症についての対応が伝えら

れている他、感染症が発生した場合、マニュアル

に沿って、すみやかに対応している。保護者に

は、玄関及び保育室の入り口に見やすい形で知ら

されている。

Ａ－１－（２）－⑤　食事を楽しむことができる工

夫をしている。

ａ

給食には無農薬や無添加の安全安心な食材を可能

な限り使用している。食育を「食農育」と呼び、

子ども達が野菜を育て、調理し、食べることで、

命に感謝しつつ、自然に偏食も減る取り組みと

なっている。日々の給食もバイキング形式で保育

士の見守りの下、自分で食べる量を調整したり、

子ども同士でも助け合って準備している。毎月の

お弁当の日には遠足に行ったり、テラスで食べる

など工夫している。

Ａ－１－（２）－⑥　子どもの喫食状況を把握する

などして、献立の作成・調理の工夫に活かしてい

る。

ａ

栄養士・調理員はほぼ毎日配膳に赴き、子どもの

喫食状況を確認し、給食日誌に記録している。畑

で採れた野菜の他にも無農薬のお米、果物などを

使用し給食やおやつに取り入れている。離乳食は

子どもの発達状況に合わせ、家庭との連携を密に

取りながら進めている。

Ａ－１－（２）－⑦　子どもの食生活を充実させる

ために、家庭と連携している。

ａ

入園説明会や懇談会で「安全・安心の給食」の取

り組みについて伝え、試食も行っている。レシピ

も作成・配布しており、保護者の質問には、保育

士と栄養士が連携して答えている。有害物質の出

ない陶器の食器を使用し、安全に配慮している。

Ａ－１－（２）－⑧　アレルギー疾患をもつ子ども

に対し、専門医からの指示を得て、適切な対応を

行っている。

ａ

保護者、保育士、栄養士で面談を行い、医師の指

示に従ってアレルギー除去の内容、献立、期間等

を決めている。除去食には名前と除去となる食材

の書かれたのカードをつけて、誤って提供されな

いよう工夫をしている。

評価対象　保育所　付加基準

１－（１）　発達援助の基本

Ａ－１　子どもの発達援助

１－（２）　健康管理・食事
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評価結果詳細（保育所）

Ａ－１－（３）－①　子どもが心地よく過ごすこと

のできる環境を整備している。

ａ

各保育室に大きな窓・ガラス戸があり採光・通風

は良好である。加湿器も各室に備え温・湿度計で

管理している。トイレ、手洗い場は利用しやす

く、清潔が保たれている。寝具はリースで週一回

入れ替えされ、遊具の安全点検は定期的に行って

いる。

Ａ－１－（３）－②　生活の場に相応しい環境とす

る取組を行っている。

ａ

異年齢小グループでの生活を基本とし、活動状況

に応じて同年齢のクラス活動を組み合わせてい

る。生活の場として落ち着けるよう、木のぬくも

り、落ち着いた色彩、畳コーナー、花や絵画のあ

る家庭的な空間作りがされている。広い園庭には

大型遊具や畑がある他、乳児用の庭も用意されて

いる。

Ａ－１－（４）－①　子ども一人ひとりへの理解を

深め、受容しようと努めている。

ａ

職員会議や乳・幼児会議、保育会議などにて職員

全員で子どもの状態を把握している。理念と基本

方針に従い、職員は「言葉を手渡す」を基本姿勢

として、一人ひとりの子どもに穏やかで丁寧な言

葉掛けで接している。

Ａ－１－（４）－②　基本的な生活習慣や生理現象

に関しては、一人ひとりの子どもの状況に応じて対

応している。

ａ

一人ひとりの発達やリズム（乳児であれば哺乳や

オムツ交換）などの状況に合わせ、自主性を尊重

しながら丁寧に援助している。子ども自身も、お

世話したり、されたりという関係性から生活習慣

を身につけている。

Ａ－１－（４）－③　子どもが自発的に活動できる

環境が整備されている。

ａ

異年齢で自由に遊ぶ時間、同年齢で取り組む時

間、子どもが主体的に選択できる異年齢の活動な

どを意図的に工夫している。当番活動も子どもが

自発的に取り組めるよう生活の一部となってい

る。省エネと「環境育」のためソーラーシステム

を取り入れたり、子どもが自発的に紙のリサイク

ルなどにも取り組んでいる。

Ａ－１－（４）－④　身近な自然や社会とかかわれ

るような取組がなされている。

ａ

日常的な散歩の中で、近隣の自然に触れ、製作物

にも活用している。公共交通機関を利用した登山

や遠足や、児童会館・消防署などの見学・交流の

機会も設けている。季節毎の伝統行事にも取り組

んでいる。

Ａ－１－（４）－⑤　さまざまな表現活動が自由に

体験できるように配慮されている。

ａ

自由あそびの時間や選択活動の時間に歌ったり、

踊ったり楽器演奏をしたり、製作活動を楽しんで

いる。各保育室に絵本があり、保育の節目に読み

聞かせの時間がある。

Ａ－１－（４）－⑥　遊びや生活を通して人間関係

が育つよう配慮している。

ａ

異年齢小グループでの生活を通して、自然と助け

合う関係が作られている。各行事や当番活動も、

子ども自身が役割を果たせるだけにとどまらず、

お互いの助けとなることに気づけるよう配慮して

いる。

１－（３）　保育環境

１－（４）　保育内容
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評価結果詳細（保育所）

Ａ－１－（４）－⑦　子どもの人権に十分配慮する

とともに、文化の違いを認め、互いに尊重する心を

育てるよう配慮している。

ａ

園長自ら「子どもの人権研究会」の会員として学

びを深め、職員研修でも人権について話し合い、

障がい児や、外国人の子どもを含め一人ひとりを

尊重した保育の実践について意識を高めている。

また、園便りを通して、保護者に伝え、啓発もし

ている。

第三者評価結果
コメント

Ａ－１－（４）－⑧　性差への先入観による固定的

な観念や役割分業意識を植え付けないよう配慮して

いる。

ａ

保育の中で、性差への先入観による固定的な対応

をしないよう配慮している。例えば、身近な職業

（女性のトラック運転手さんや男性の看護師さん

がいるように男女で職業を決めつけない）や遊び

（ごっこ遊びを男女別に勧めない）をとおして子

ども達にわかりやすく伝えている。

Ａ－１－（４）－⑨　乳児保育のための環境が整備

され、保育の内容や方法に配慮がみられる。

ａ

乳児でも少人数担当制による異年齢保育を実施

し、一人ひとりの成長に配慮している。毎月の会

議で指導計画を検討し、記録様式も成長に合わせ

て変更するなど工夫が見られる。乳児では連絡帳

の他に個人面談・懇談を多く設け、保護者との連

絡を密に取っている。

Ａ－１－（４）－⑩　長時間にわたる保育のための

環境が整備され、保育の内容や方法に配慮がみられ

る。

ａ

「家庭的な雰囲気」を基本とした保育室には、畳

や木製の家具や玩具も配置されている。各部屋が

それぞれ違う個性的な部屋作りをしていて「自分

の居場所」として落ち着ける空間となっている。

職員間の引継は口頭や、メモによって行われてい

る。延長保育は子どもの生活リズムを守る観点か

ら行っていない。

Ａ－１－（４）－⑪　障害児保育のための環境が整

備され、保育の内容や方法に配慮がみられる。

ａ

園舎はバリアフリーで、身障者用トイレやエレ

ベータ－を設置している。障がい児も異年齢ファ

ミリーの仲間の一員として、頼り頼られる関係の

中で育っている。個別計画書が３ヶ月ごとに作成

され、巡回指導員等の助言を受けている。他の保

護者へも障がいについて理解を得るように説明し

ている。

第三者評価結果
コメント

Ａ－２－（１）－①　一人ひとりの保護者と日常的

な情報交換に加え、個別面談などを行っている。

ａ

毎日の保育の様子を玄関のボード、連絡帳、お便

り、送迎時の対話で伝えている。乳児では個別懇

談が年間計画で予定されている他、随時、個人面

談・相談を行っている。個人の経過記録の中に、

保護者との対話や情報が記録されている。

Ａ－２－（１）－②　家庭の状況や保護者との情報

交換の内容が必要に応じて記録されている。

ａ

入園の際に「家庭状況調査票」を取り、「児童

票」は毎年更新し家庭の状況を確認している。保

護者の意向など重要点は個人経過記録に残されて

いる。

Ａ－２－（１）－③　子どもの発達や育児などにつ

いて、懇談会などの話し合いの場に加えて、保護者

と共通理解を得るための機会を設けている。

ａ

クラス・ファミリー各懇談会や個人懇談会を実施

している。保護者に、いも掘りや登山などの行事

への参加を呼び掛けている他、丸一日保育を体験

してもらうなど、実際の体験を通して子どもだけ

ではない園全体への共通理解を得る機会としてい

る。

Ａ－２－（１）－④虐待を受けていると疑われる子

どもの早期発見に努め、得られた情報が速やかに所

長まで届く体制になっている。

ａ

「安全管理マニュアル」等に虐待発見時の対応が

詳細に記載されている。虐待に気づいた時はすぐ

に園長・主任へ報告するよう周知徹底を行い、虐

待についての研修も行われている。園長が「北海

道子どもの虐待防止協会」の設立に関わり、会員

として虐待防止に取り組んでいる。

Ａ－２－（１）－⑤　虐待を受けていると疑われる

子どもの保護者への対応について、児童相談所など

の関係機関に照会、通告を行う体制が整っている。

ａ

虐待が疑われる児童に気づいたら、「安全管理マ

ニュアル」に従い、関係機関との連携を取り対応

している。

２－（１）　入所児童の保護者の育児支援

Ａ－２　子育て支援
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評価結果詳細（保育所）

Ａ－２－（２）－①　一時保育は、一人ひとりの子

どもの心身の状態を考慮し、通常保育との関連を配

慮しながら行っている。

ａ

一時保育利用の子どもも通常保育の子どもとの交

流・育ち合いを目的として、同じ保育室で過ご

し、毎回同じ保育士が担当するよう配慮し、保護

者とのコミュニケーションを大切にしている。保

護者との面談から、予防接種や家庭状況等のアセ

スメントを記録し、職員全体に周知している。保

育の様子は、通常保育の子と同じ日誌に記入して

いる。

第三者評価結果
コメント

Ａ－３－（１）－①　調理場、水回りなどの衛生管

理は、マニュアルに基づいて適切に実施されてい

る。

ａ

「安全管理マニュアル」の中に衛生管理の項目が

あり、見直しが行われている。電解水生成装置を

設置して、生成した汚れを落とすアルカリ水と殺

菌する強酸性水を用いてトイレ、手洗い場、プー

ル等の水周りを適切な手順に基づいて、定期的に

清掃し、清潔に保っている。

Ａ－３－（１）－②　食中毒の発生時に対応できる

マニュアルがあり、さらにその対応方法について

は、全職員にも周知されている。 ａ

「安全管理マニュアル」の中で、食中毒予防や、

実際の食中毒が疑われる際の対応が明記されてい

る。毎年会議で見直し、確認されている。夏場の

食中毒対応として、持参した弁当は園が管理して

いる。

Ａ－３－（１）－③　事故防止のためのチェックリ

スト等があり、事故防止に向けた具体的な取組を

行っている。

ａ

「安全チェックリスト」に基づいて、事故防止の

為の点検が定期的に行われている。職員で構成さ

れる安全管理委員会があり、事故防止の対策や、

月毎のヒヤリハット報告の要因を検討分析し、全

職員に伝えている。また、子どもや保護者に対し

て安全の意識付けを行っている。

Ａ－３－（１）－④　事故や災害の発生時に対応で

きるマニュアルがあり、全職員に周知されている。

ａ

毎月、様々な災害を想定した避難訓練を行い、職

員の役割分担や通報先を、「安全管理マニュア

ル」に従って確認している。訓練の結果を、会議

で評価し、必要に応じてマニュアルの見直しにつ

なげている。非常時用自立電源化工事を予定して

いる。また、非常時用のメール配信システムを導

入している。

Ａ－３－（１）－⑤　不審者の侵入時などに対応で

きるマニュアルがあり、全職員に周知されている。

ａ

マニュアルを整備し周知徹底している。玄関は、

送迎時間以外施錠し、カメラ付インターホンで、

来園者をチェックできるようになっている。警察

と連携して、不審者侵入に備え、職員の訓練と子

どもへの安全教育を行っている。

３－（１）　安全・事故防止

Ａ－３　安全・事故防止

２－（２）　一時保育
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